
(5)

判
爵
問
ω
付

（間
ｏ
コ
コ
付
）
Ｈ
問
コ
問
ヨ
□

（栄
嗣
回
）

阻
押

世
糾

冊
郵

）蛸

広
島
県
が
昨
年
か
ら
民
間

企
業

（浜
銀
総
合
研
究
所
、

水
ｉ
ｎ
質
）
と
取
り
組
ん
で

い
た

「広
島
型
水
ビ
ジ
ネ
ス

構
想
」
の
概
要
が
明
ら
か
に

な

っ
た
。

県
が
民
間
企
業
と
共
同
出

資
会
社

「広
島
ウ
ォ
ー
タ
ー

（仮
称
と

を
設
立
し
、

水
ビ

ジ
ネ
ス
に
進
出
す
る
。

国
内

水
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
は
、

最
初
に
県
営
水
道
の
運
営

・

維
持
管
理
を
民
間
手
法
で
効

率
的
な
経
営
を
行
い
、

さ
ら

に
県
内
の
自
治
体
に
も
出
資

を
呼
び
掛
け
、

最
終
的
に
は

出
資
し
た
自
治
体
の
水
道
事

広
島
県
の
公
民
共
同
企
業

体
設
立
準
備
検
討
会
の
資
料

に
よ
る
と
、

共
同
企
業
体
の

グ
ロ
ー
バ
ル
ウ
オ
ー
タ

・

ジ
ヤ
パ
ン
代
表

苦
村

和
就

の
事
業
で
あ
り
、

企
業
体
は

固
定
資
産
を
保
有
せ
ず
、

収

入
も
安
定
的
に
見
込
め
る
た

め
株
式
会
社
で
も
十
分
に
事

業
を
行
え
る
―
―
と
し
て
い

る
。

横
浜
市
が
全
額
出
資

業
さ

沼
田
川
水
道
用
水
供
給

事
業
な
ど
）
か
ら
事
業
を
展

開
し
、

そ
の
後
県
内
の
市
町

村
の
水
道
事
業
の
管
理
運
営

に
乗
り
出
す
計
画
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
水
道
や
水
資
源
に

関
係
す
る
事
業
も
視
野
に
置

い
て
い
る
。

水
道
事
業
に
関

す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
、

人
材
育
成
や
研
修
、

水
環
境

に
お
け
る
調
査

・
研
究

・
開

発
な
ど
、

幅
広
く
事
業
領
域

来
年
９
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

す
る
広
島
ウ

ォ
ー
タ
ー
だ

が
、

検
討
段
階
か
ら
多
く
の

げ
来
秋
始
動

業
の
管
理

・
運
営
事
業
も
視

野
に
入
れ
て
い
る
。

一
方
海

外
水
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
、

国
内

で
習
得
し
た
水
道
事
業
ノ
ウ

ハ
ウ
を
生
か
し
、

ア
ジ
ア
な

ど
海
外
で
の
水
道
事
業
経
営

へ
の
参
画
も
目
指
し
て
い

る
。

組
織
は

「株
式
会
社
」
が
適

当
と
位
置
付
け
て
い
る
。

そ

の
理
由
は
、

①
企
業
体
へ
の

県
の
関
与
は
出
資
比
率
だ
け

で
は
な
い
。

法
律
上
の
権
限

な
ど
で
県
の
関
与
を
強
め
る

②
第
三
セ
ク
タ
ー
の
失
敗
事

例
の
多
く
は
不
動
産
開
発
型

（
１
億
円
）
し
市
の
権
限
を

絶
対
的
な
も
の
に
し
て
い
る

横
浜
ウ

ォ
ー
タ
ー
と
比
較

し
、

広
島
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
民

間
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
や
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
最
大
限
引
き

出
す
と
と
も
に
、

か
つ
公
民

の
責
任
を
明
確
に
で
き
る
組

織
体
系
に
し
て
い
る
。

広
島
ウ
ォ
ー
タ
ー
は
、

県

営
水
道

（西
部
水
道
用
水
事

自
治
体
が
そ
の
方
式
に
注
目

し
て
い
る
。

筆
者
の
独
断
と

偏
見
で
そ
の
理
由
を
列
挙
す

る
。第

１
は
、

公
民
共
同
企
業

体
の
形
を
取
り
、

民
間
の
経

験

・
ノ
ウ
ハ
ウ
を
最
大
限
に

引
き
出
す
組
織
体
の
構
築
で

あ
る
点
。

民
間
出
資
比
率
を

５。
物
以
上
に
定
め
、

今
後
の

事
業
の
発
展
に
応
じ
多
く
の

民
間
パ
ー
ト
ナ
ー
事
業
者
の

参
加
を
期
待
し
て
い
る

（出

資
構
成
案
で
は
、県

が
３５
夕
、

民
間
パ
ー
ト
ナ
ー
事
業
者
が

６５
物
）
ｏ

さ
ら
に
水
道
事
業

を
守
る
た
め
に
株
式
に
は
譲

渡
制
限
を
設
け
る
な
ど
リ
ス

ク
管
理
も
徹
底
し
て
い
る
。

第
２
は
、

事
業
の
発
展
性

と
透
明
性
を
高
め
る
た
め
に

地
元
銀
行
や
監
査
法
人
が
参

加
し
て
い
る
点
。

特
に
広
島

銀
行
の
参
加
は
、

県
内
の
市

町
村
と
の
交
渉
窓
回
や
地
元

経
済
の
活
性
化
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま

た
将
来
の

「地
域
水
イ
ン
フ

ラ
フ
ァ
ン
ド
」
発
行
に
際
し

て
も
有
利
な
動
き
で
あ
る
。

第
３
の
理
由
は
、

検
討
段

階
か
ら
県
内
の
自
治
体
が
参

画
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

広

島
市
や
大
竹
市
、

甘
日
市
市

が
設
立
準
備
検
討
会
に
加
わ

っ
て
い
る
。

今
年
５
月
に
筆

者
が
日
本
下
水
道
協
会
中

国

・
四
国
支
部
総
会
で
講
演

し
た
後
、

松
井

一
実
広
島
市

長
と
会
見
し
た
際
、

市
長
は

「広
島
は
太
田
川
を
持
つ
水

の
都
で
あ
り
、

水
環
境
を
重

要
視
し
て
い
る
。

ま
た
水
ビ

ジ
ネ
ス
の
展
開
は
、

私
が
公

約
に
掲
げ
た
経
済
対
策
の
要

に
も
な
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ

て
い
る
。

国
内
に
は
、
１
４
０
０
を

超
す
水
道
事
業
体
が
あ
り
、

料
金
収
入
の
減
少
や
老
朽
化

対
策
を
は
じ
め
多
く
の
課
題

を
抱
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の

課
題
解
決
を
先
取
り
す
る
形

で
、

公
の
責
任
を
担
保
し
っ

つ
民
間
の
力
を
最
大
限
に
引

き
出
す

「広
島
ウ
ォ
ー
タ
ー

方
式
」
は
、

全
国
の
水
道
事

業
活
性
化
の
モ
デ
ル
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

　

（隔
週
掲
載
）

松 井 広 島 市 長 (右 )と 水 ビジ ネ ス に つ

い て 話 し合 う筆 者


